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社会福祉法人制度改革以降も、

① 法人制度ではそもそも存在しない「経営権」を旧理事長から理事長へ移転する取引が行われ、

② 理事長に就任後、法人の資金を法人外に流出させ、新旧理事長が、贈収賄及び業務上横領罪で逮捕される
事案が発生。

⇒ 事案のような不適切事例を抑止するため、理事長の選任に関する金銭の授受と損害賠償責任及び刑事責任
との関係を注意喚起。

○ 評議員や理事等（理事、監事、会計監査人を指す。）は社会福祉法人に対して善管注意義務を、さらに理
事は社会福祉法人に対して忠実義務を負っており、これらに違反して社会福祉法人や第三者に損害を生じさ
せた場合には、その損害を賠償する責任を負う可能性がある。

注意喚起

＜例＞理事が、特定の人物を理事長
に選任するよう、その人物等か
ら請託を受けて金銭を収受する
などして、不適正な人物を理事
長に選任した結果、社会福祉法
人や第三者に損害が生じた場合
には、当該理事は損害賠償責任
を負う可能性がある。
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○ 評議員や理事等が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しく
は約束をすることは罰則の対象となる（同利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も同様に罰
則の対象となる）。

注意喚起

○ 業務上自己の占有する他人（法人）の物を横領した場合、業務上横領罪（刑法253条）の対象となり得る。

注意喚起

＜例＞評議員や理事が、同法人の理事や理事長
の選任に関し、法令等が定める理事等の選任
手続に違背する行為によって理事等を選任し
てほしい旨の依頼を受けるなどして、これら
の依頼の対価として金銭を得ることは、その
職務に関し、不正の請託を受けて財産上の利
益を収受したとして上記罰則の対象となり得
る行為であり、当該評議員や理事については
刑事責任を問われる可能性がある。
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